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提案理由  

議会は、橋本淳議員に対して猛省を促すとともに、議員としての責務を自覚

するよう強く求める。  

 これが本案を提出する理由である。  

  



橋本淳議員に対する問責決議  

 

 議員は、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努めるとともに、その

地位による影響力を不正に行使してはならず、その責務を深く自覚し、市民の

信頼に応えるため、より高い倫理観を持たなければならない。  

橋本淳議員はその職責と立場を十分に認識して行動しなければならないに

もかかわらず、自身のツイッター上において、社会通念上不適切ととられる内

容を掲載していた。このことは、議員としての自覚及び品位に欠ける極めて軽

率な行為である。  

また、橋本淳議員は過去にも同様の問題を起こしており、ＳＮＳの使用につ

いては、議会から再三の注意を行っている。加えて、会派報や自身のブログに

おいて事実と異なる情報を掲載したことなどを理由に、橋本淳議員に対する問

責決議が可決されたという経緯もある。  

このような事実があったにもかかわらず、再び同様の問題が発生したことに

ついては、誠に遺憾であり、公人である議員としてあるまじき行為である。  

よって、議会は、橋本淳議員に対して猛省を促すとともに、議員としての責

務を自覚するよう強く求める。  

以上、決議する。  
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八  千  代  市  議  会    


